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１ 計画策定の趣旨 

教育基本法第 17 条第２項に基づき、本市の実情に応じ、本市における教育の振興のた
めの基本的な計画である「横須賀市教育振興基本計画」を定め、教育に関する施策の総合
的かつ計画的な推進を図ります。 

 
 
 

２ 計画の位置付け 

横須賀市教育振興基本計画は、横須賀市基本構想・基本計画（YOKOSUKA ビジョン 2030）
に基づく分野別計画です。 

なお、教育振興基本計画の「目指す教育の姿」および「基本的な方針」は、地方教育行
政の組織及び運営に関する法律第１条の３に基づき市長が策定する「教育大綱」に位置付
けられています。 

 
 

 
 

総合
計画

 横須賀市教育環境整備計画
 横須賀市学力向上推進プラン
 横須賀市支援教育推進プラン
 横須賀市GIGAスクール推進計画
 横須賀市子ども読書活動推進計画
 横須賀市学校施設の長寿命化計画
 指導の目標と重点
 教職員の働き方改革の方針
 部活動の方針

横須賀市基本構想・基本計画（YOKOSUKAビジョン2030）

・柱、目標指標
・施策、事業 等

横須賀市教育大綱
  （市長が策定）
・目指す教育の姿
・基本的な方針

国の教育振興基本計画

分野別
計画

・目指す教育の姿
・基本的な方針

横須賀市教育振興基本計画
（教育委員会が策定）

個別
計画

協議

参
酌

参酌
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３ 計画期間 

教育振興基本計画の計画期間は、令和４年度（2022 年度）から令和 11 年度（2029 年
度）までの８年間です。 

なお、基本計画に基づく実施計画の計画期間は、前期実施計画（４年間）、後期実施計
画（４年間）に分けています。 

 

 

 
 
 

４ 計画の対象 

教育振興基本計画は、原則として対象範囲を教育委員会の所管する施策や事業に限定
しています。 

ただし、例外として、横須賀美術館に関する施策や事業については、地方教育行政の組
織及び運営に関する法律第 23 条（職務権限の特例）に基づき令和４年（2022 年）４月１
日からその所管が教育委員会から市長に移管されますが、横須賀美術館が教育機関とし
て今後も適切に社会教育を実施していくため、引き続き教育振興基本計画に位置付ける
こととします。 

なお、教育振興基本計画の対象範囲に含まれない施策・事業で、教育委員会が関係する
ものについては、他の計画などに基づき、関係部局と連携し、推進していきます。 

第１期実施計画
H23～H25

（2011～2013）
３年間

第２期実施計画
H26～H29

（2014～2017）
４年間

第３期実施計画
H30～R3

（2018～2021）
４年間

前期実施計画
R4～R7

（2022～2025）
４年間

後期実施計画
R8～R11

（2026～2029）
４年間

横須賀市教育振興基本計画（第１次）
H23～R3（2011～2021）・11年間

横須賀市教育振興基本計画（第２次）
R4～R11（2022～2029）・８年間


